[bookmark: _Hlk222150134][bookmark: _Hlk163026286]令和８年度訪問看護師確保・育成事業業務委託仕様書

　本仕様書は、埼玉県（以下「甲」という）が発注する令和８年度訪問看護師確保・育成事業における業務（以下「委託業務」という）を受託する者（以下「乙」という）の業務について、必要な事項を定めるものである。

１ 目的	
　急速な高齢化の進展に伴い、医療・介護の需要が高まっており、本県の地域医療構想では在宅医療等の必要量は２０２５（令和７）年には２０１３（平成２５）年の約１．８倍になると推計している。さらに、２０４０（令和２２）年頃には、本県の高齢化率がピークを迎える予定である。 
  また、また、２０４０年頃に向けて訪問看護師に求められる役割は、高齢者のみならず全世代に２４時間、必要な治療やターミナルケアを、多職種連携を図りながら提供することである。このような中で、在宅医療において中核を担い、医療と介護の架け橋となる訪問看護師の確保・育成が課題となっている。
　そのため、訪問看護師の質の向上、訪問看護事業所の安定的な運営を支援し、訪問看護師の確保・定着を図り、高齢化の進展に伴い複雑化、高度化する看護需要に対応していくことを目的に当事業を実施する。

２　委託期間
　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。

３　乙の業務
（１）訪問看護師育成プログラム普及事業業務
乙は、「新卒者等訪問看護師育成プログラム」を活用し、その研修メニューのうち、単独の訪問看護ステーションでは対応できない合同研修等を開催するものとする。
ア　「育成プログラム」を活用した研修の実施
[bookmark: _Hlk163210817]　（ア）新人訪問看護師等集合研修（新人訪問看護師職場定着のための合同研修）
	項目
	内容

	対象者
	　基本的には新人訪問看護師（※1）で、常勤又は非常勤（週３０時間以上）勤務の者とする。
（※1）新卒の看護師、病院から訪問看護ステーション　
　　　へ転職した看護師、潜在看護師等
　ただし、県内の訪問看護ステーションに勤務する看護師で受講を希望する者は、可能な限り受講を認める。

	研修時期
	令和８年４月から令和９年３月中旬までの間

	研修実施回数
	前期・後期の２ターム

	実施方法
	集合研修

	研修内容
	・訪問看護集中講義（５テーマ程度）
・感染管理研修（１回）
・ポートフォリオ（１回）
・技術研修（２回程度）
　・在宅医療技術【胃瘻/経管栄養・中心静脈栄養法/ポート/ポンプ】（説明・実技）　
　・在宅医療技術【膀胱留置カテーテル管理・吸引】（実技指導）等
・事例検討会（４回）　　　　　　等

	教材
	育成プログラム、説明資料（ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ資料等）
在宅医療に関する器材（連携ﾒｰｶｰとの調整）　　等

	研修場所
	埼玉県地域医療教育センター等


　（イ）学習支援者向け支援（新人訪問看護師を指導する指導者向けの支援）
	[bookmark: _Hlk222239590]項目
	内容

	対象者
	上記アを受講する新人訪問看護師の指導者（管理者等）

	研修時期
	令和７年４月から令和８年３月中旬までの間

	研修実施回数
	前期・後期の２ターム

	実施方法
	集合研修（場合によっては個別対応）

	研修内容
	・指導者説明会
　育成プログラムの趣旨、活用方法に関する講義
・学習支援者検討会
　OJTの状況を報告し、意見交換を行う。有識者等
から指導者に対してアドバイスを行う。

	研修場所
	埼玉県地域医療教育センター等


（ウ）受講証明書の作成及び交付
　　　各コマの時間数の４分の３以上に出席した者に受講証明書を発行する。また、
　　受講証明書には、受講番号・受講者名・研修名・証明年月日を明記する。　
イ　「新卒者等訪問看護師育成プログラム」の普及
受託団体ホームページ、会報等における広報や、県内の看護学校への説明等を通
じ、「育成プログラム」の周知を図っていく。また活用にあたって、県内訪問看護ス
テーションからの相談等に対応する。

（２）訪問看護ステーション体験実習事業業務
　乙は、県内の訪問看護ステーションにおいて、病院に勤務する看護師や看護師を目指す学生、潜在看護師等を対象に現場体験実習を行うものとする。
ア　訪問看護ステーションにおける現場体験実習
（ア）対象者
　・埼玉県内の医療機関等に勤務する看護師
　・埼玉県内に居住する看護師の免許所有者で現在看護業務に就いていない者
　・埼玉県内での就職を希望する看護学生（看護学校の学生）
　・埼玉県内での就職を希望する学生（中学生、高校生等）
　・その他、訪問看護師の確保に関連あるものとして県が認める者
（イ）現場体験実習場所
　　本業務への協力が可能な県内の訪問看護ステーション
（ウ）実習対象人数
　　１００人程度
（エ）現場体験実習の内容
　・１回あたりの受入人数
　　１～２名程度
　・１回あたりの日数
　　半日～５日間
　・体験実習の内容
　　以下の基本的な内容に即し、対象者に合わせて調整する。なお、埼玉県内の医療
機関等に勤務する看護職員を対象とした実習については、医療機関と訪問看護の連
携などの観点も盛り込む。
【基本的な内容】
　オリエンテーション（訪問看護概要、訪問看護師の１日の仕事等）、同行訪問、
振り返り等
（オ）教材
　　乙において基本的な教材を作成し、そのほか各訪問看護ステーションで必要
　なものを提供すること。
（カ）体験料
　　対象者等から受講料を徴収することはできない。
（キ）主な業務の流れ
　・県内訪問看護ステーションへの協力依頼（依頼文送付等）
　・体験実習可能な訪問看護ステーションとりまとめ
　・体験実習の案内（県内医療機関、看護学校、関係機関等）
　・希望者受付 
　・希望者と体験実習事業所との調整（決定次第、双方へ連絡）
　・体験実習先への支援
　・適宜、現場確認
　・実習実施報告書（事業所提出）、アンケート（体験者提出）の確認
　・体験実習事業所への謝金支払
イ　本業務の効果検証等
　（ア）アンケート実施・分析
　　  体験実習先となる事業所もしくは体験者に対しアンケートを実施し、本事業の効
　　果を検証する。なお、アンケート調査票については、甲乙協議の上決定する。
　（イ）体験実習内容の把握
　　　体験実習の情報収集や分析を行い、今後の訪問看護及び訪問看護師の職のＰＲ活
　　動に生かす。

（３）訪問看護ステーション管理者支援事業業務
　乙は、訪問看護ステーションの管理者のマネジメントスキルの向上や、一人ひとりの訪問看護師の資質の向上を支援する体制を整備するものとする。
ア　訪問看護の総合相談窓口の設置
　訪問看護ステーションの職員からの相談について、電話等で対応する。
（ア）相談内容：診療報酬や介護報酬の請求事務に関すること、訪問看護サービス提
　　　　　　　　供の実務に関すること　など
（イ）相談対応日時：週５日（平日の１０時～１２時、１３時～１６時）
イ　訪問看護ステーションの管理者等相談窓口の設置
　訪問看護ステーションの管理者等からの相談について、電話や面談により対応する。
（ア）相談内容：訪問看護ステーション開設時の手続き等の実務に関すること、管理
　　　　　　　　者からの運営全般に関すること　など
（イ）相談対応日時：週３日（平日の１０時～１２時、１３時～１６時）
ウ　管理者研修の実施
（ア）委託内容
・研修内容
　訪問看護ステーション管理者として必要な知識を学ぶ内容とする。
・研修回数
　１１日（１１コマ）実施するものとする。
・受講資格
　県内の訪問看護ステーション等の管理者
・受講定員
　３０人程度
・その他
　受講者は原則、１１日すべてを受講することとする。
　ただし、１日から受講は可能とする。
（イ）実施場所
　研修は県内から受講しやすい場所で開催する。
（ウ）教室の確保等
　教室は乙が確保する。
（エ）受講者負担金の徴収
　受講者から受講料を徴収することはできない。
　ただし、資料代等については、乙が受講者から実費負担として徴収できるものと
する。
（オ）秘密の厳守
　事業に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は業務以外の目的に使用し
ないものとする。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後においても同様
とする。
（カ）受講証明書の作成及び交付
・以下の条件を満たした者に受講証明書を発行する。
　　　各コマの時間数の４分の３以上に出席していること。
・受講証明書には、受講番号・受講者名・研修名・証明年月日を明記する。
エ　指導者（相談員）の育成
　(一社)全国訪問看護事業協会主催の「訪問看護管理者養成研修会」に参加し（※）、
訪問看護ステーション管理者の指導者として必要な経営管理全般の幅広い知識や課題
解決能力を習得させる。
　また、県内の訪問看護ステーション管理者が抱える現状や課題を調査・分析し、解決
策の検討を行う。
（※）２～４名程度
オ　県内訪問看護ステーションに対するアンケートの実施・分析
　県内の訪問看護ステーションの実態を把握し、調査結果の分析を行う。
　また、アンケートの内容については甲乙協議の上決定する。
カ　本事業の広報
　上記ア、イについては、チラシ作成などにより、県内の訪問看護ステーションへの周
知を確実に行う。
キ　その他質の高い訪問看護サービスの提供につながる事業の実施

４　事業の実施計画
　　様式第１号による実施計画を令和８年４月３０日までに提出するものとする。
　　なお、参考資料として収支予算書明細書を提出すること。

５　報告書等の提出
　　乙は、本業務が完了した時点で、様式第２号による業務完了報告を令和９年３　
　月３１日までに提出するものとする。
　　なお、業務完了報告には各業務において甲が指定するものを添付するものとする。
（１）訪問看護師育成プログラム普及事業業務
　・収支決算明細書
　・研修の実施状況の概要
　・受講人数、受講者名簿
　・受講者アンケート結果　　
　・その他、本事業の内容がわかるもの
（２）訪問看護ステーション体験実習事業業務
　・体験実習者名簿
　・受入事業所一覧
　・実習実施報告書（事業所提出）
　・アンケート調査結果
　・基本的な教材
　・その他、本業務の内容がわかるもの
（３）訪問看護ステーション管理者支援事業業務
　・事業実施体制
　・事業の広報
　・各相談事業の相談内容や対応の一覧表
　・管理者研修の実施状況の概要
　・管理者研修の受講者名簿
　・アンケート調査結果
　・その他、事業内容がわかるもの

６ 留意事項
（１）委託業務を実施するに当たり、業務を統括する責任者を配置し、担当者等の人員配
　　置等を明確にすること。
（２）事業の実施に当たっては甲と詳細を協議するとともに、事業の実施に支障が生じる
　　ような場合は、速やかに協議を行い、改善策を検討すること。
（３）乙は、委託業務の遂行に当たり、自己の責めに帰する事由により甲に損害を与えた
　　場合は、その損害を賠償しなければならない。
（４）乙は、委託業務の遂行に当たり、乙の行為が原因で第三者に損害を与えた場合は、
　　その賠償の責めを負うものとする。
（５）甲が乙を受託者として決定した後、委託契約を締結するに当たり、委託契約書、仕
　　様書及びその他の事項に疑義が生じた場合は、遅滞なく甲及び乙で協議を行うものと
　　する。
（６）本業務契約に基づいて作成された実績報告書など成果物の著作権は甲に帰属するも
　　のとし、乙による第三者への貸与又は公表をしてはならない。
　　　なお、本業務の実施に当たっては第三者の権利を侵害しないよう十分留意すること。
（７）この仕様書に定めのない事項及びこの仕様に関して疑義が生じた場合については、
　　甲、乙で協議し、決定するものとする。



















様式第１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日


　（宛先）
　埼玉県知事　大野　元裕


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の職・氏名　　　　　　



令和８年度訪問看護師確保・育成事業について

　　標記のことについて、実施計画を提出します。



令和８年度　収支予算書明細書
令和８年度訪問看護師確保・育成事業
	収    入    の    部

	科　　　目
	
予  算  額
	備　考

	大  科  目
	中  科  目
	小  科  目
	
	

	
	
	
	
	

	収　入　合　計
	
	

	支    出    の    部

	科　　　目
	
予  算  額
	
備　考

	大  科  目
	中  科  目
	小  科  目
	
	

	
	
	
	
	

	支　出　合　計
	
	




　




様式第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日


　（宛先）
　埼玉県知事　大野　元裕



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の職・氏名　　　　　　　



令和８年度訪問看護師確保・育成事業について

　　標記のことについて、業務完了報告を提出します。


　　　　　　　　　　


令和８年度　収支決算書明細書
令和８年度訪問看護師確保・育成事業
	収    入    の    部

	科　　　目
	
決  算  額
	備　考

	大  科  目
	中  科  目
	小  科  目
	
	

	
	
	
	
	

	収　入　合　計
	
	

	支    出    の    部

	科　　　目
	
決  算  額
	
備　考

	大  科  目
	中  科  目
	小  科  目
	
	

	
	
	
	
	

	支　出　合　計
	
	







